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取組①　論点４ 施設から里親等への措置変更を後押しする仕組み【短期】

施設の持つ専門的支援の引継ぎ継続／それによる子ども、実親、里親の安心感の継続／コミットしてくれる大人の継続

措置変更時の専門的支援機能の所在

＝パーマンネンシ―保障
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中高生との生活において、いわゆる「育児」的な手は取られなくなっていくが、自立に向けた身辺の整理や進路支援

など、子どもにとって必要となるサポートは減るわけではない。

かつ、「中高生になってからの委託」のケースだと里親だけでは支援しづらい点でもある。

自立支援相談員による支援も重要だが、自立支援相談員は資金計画や将来設計など、子どもにとって向き合うのが大

変な内容を投げかける役割でもある。

取組②　論点1　里親向け子育て支援サービスの充実【短期】

非専門職による継続的なかかわりの機会の確保

学習ボランティアの確保、謝礼支払いが無いこ

との課題

育児家事援助者派遣事業の利用内容の拡充によ

り、支援に参画するサポーターへの謝礼も確保

したうえで、中高生に対する非専門職による継

続支援メニューを整備できるのでは。
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令和7年10月6日　読売新聞オンライン

AERA 2025年6月23日号より

「熊本の慈恵病院：193件/18年」の実績。東京は上回るペースが予測される。

「ルーツがわからない」という思いをもって育つ子ども達、その子どもたちの暮らしを支え

る里親（養親）、が一定数増え続ける、という視点で支援を考えていくことが必要なのが今

後の東京。

命を守る仕組みと育ちを支える仕組みを繋げる必要性。

養子縁組里親支援から養親支援にシームレスに繋げるよう、フォスタリング事業の養子縁組

包括支援事業と里親支援センターの組み合わせなどの方法論の検討。

里親支援センター及びその業務に関する ガイドライン

取組③　論点４  縁組成立後の継続支援【短期・中長期】

令和7年3月　緊急下の妊婦から生まれた子どもの出自を知る権利の保障等に関する検討会報告書【概要版】慈恵病院

養子縁組当事者のルーツ探しにかかる支援と、情報の無い子どもを受け入れる里親への支援の必要性
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取組②　論点3 フォスタリング機関事業の評価を踏まえた里親支援センターへの移行の検討【中長期】

⑴ 社会的養護処遇改善加算

　・幹部職員の手当の加算

　・管理職クラスに月額35,000円、ユニット長クラスに月額15,000円

 ⑵ 民間施設給与等改善費処遇改善分 

　・民間施設給与等改善費に3％の処遇改善加算を上乗せ

　・社会的養護処遇改善の行き渡らない職員の処遇改善に充てることができる

 ⑶ 社会的養護従事者処遇改善加算

　・職員への一律の加算

　・月額9,000円以上

措置費だけでは8名体制の維持が難しい／8名になったとしても定期昇給や役職等に応じた加算や人材確保など事業継続にかかる支援がない

左記の状況からも、乳児院や児童養護施設の経験を積んだ職員による継続的な事業実

施が予測される。そのため、以下の社会的養護関連施設にある加算等について、里親

支援センターにおいても検討が必要と考える。

経験が前提　里親支援センター及びその業務に関する ガイドライン

民間の担う意義　里親支援センター及びその業務に関する ガイドライン

●国制度

●都制度

⑴ 東京都サービス推進費の基本補助事務費

東京都は、児童養護施設、乳児院、保育園等に対し、措置費とは別に、東京都サービス推進費の基本　

補助事務費により施設の運営を補助。この補助対象に里親支援センターを入れていただけるととても有

難いと考えています。

 ⑵ 奨学金返済事業

令和7年度より、施設に採用される「専門職」の奨学金返済を、最大で5年間支援する事業を開始。この

補助を受けている職員を制度のない里親支援センター等に異動させることは難しく、人事交流に支障を

きたすことが予想される。

  (3)宿舎借り上げ支援事業
 児童養護施設職員等の借家の家賃を、採用から10年間補助する事業。

施設等の経験が里親支援センター職員に求められている一方、この制度を利用している児童養護施設等

の職員は、施設等での採用から10年間、里親支援センターへの異動が難しくなる課題。 
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